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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29年３月 28日開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」

を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．定款変更の目的 

（１）事業目的の追加 

当社は、今後の事業展開に備え、事業目的の一部を変更するものであります。 

(２)監査役会の設置 

当社は現在、監査役相互の連絡・意見交換を行う場として、任意の組織である監査役協議会を設置しており

ますが、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実と強化を図るため、監査役会設置会社に移行するも

のです。   

(３)会計監査人の設置 

当社は現在、有限責任 あずさ監査法人により、東京証券取引所の規則に基づいての監査を受けており

ますが、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実と強化を図るため、会計監査人設置会社に移行

するものです。なお、会計監査人には有限責任 あずさ監査法人が就任する予定です。 

 

２．定款変更の内容 

変更内容は、次のとおりであります。 

下線部分は変更箇所を示しております。 

現行定款 変更案 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１～２２（条文省略） 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３．上記各号に付帯関連する一切の事業 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１～２２ （現行通り） 

２３．結婚相手の紹介及び情報提供 

２４．酸素・亜酸化窒素等の販売  

２５．理容室、美容室、ビューティーサロン等への医療

機器・用品等の販売及び修理 

２６．理容室、美容室、ビューティーサロン等への医療

機器・用品等の輸出及び輸入 

２７．理容室、美容室、ビューティーサロン等への講習

会、開業プロデュース、コンサルタント業務 

２８．再生医療関連事業 

２９．.上記各号に付帯関連する一切の事業 



 

（機関構成） 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役会のほか、次の

機関を置く。 

（１）～（２）（条文省略） 

        

（新 設） 

 

第５条～第 30条（条文省略） 

 

第６章 監査役 

（新 設） 

 

 

（監査役の員数） 

第３１条 当会社の監査役は、３名以内とする。 

 

第３２条～第３３条（条文省略） 

   

 （新 設） 

 

 

          

         （新 設） 

 

        

 

 

 （新 設） 

 

 

 

         （新 設） 

 

          

 

 

第３４条～第３５条（条文省略） 

 

         （新 設） 

 

 

       

         （新 設） 

 

 

（新 設） 

         

  

 

（機関構成） 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機

関を置く。 

（１）～（２）（現行通り） 

（３）監査役会 

（４）会計監査人 

 

第５条～第 30条（現行通り） 

 

第６章  監査役及び監査役会 

（監査役及び監査役会の設置） 

第３１条 当会社は、監査役及び監査役会を置く。 

 

（監査役の員数） 

第３２条 当会社の監査役は、３名以上５名以内とする。 

 

第３３条～第３４条（現行通り） 

 

（常勤監査役） 

第３５条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役

を選定する。 

 

（監査役会の招集通知） 

第３６条 監査役会の招集通知は、会日の３日前までに

各監査役にこれを発する。ただし、緊急の必要があると

きは、この期間を短縮することができる。 

 

（監査役会の決議方法） 

第３７条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある

場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 

 

（監査役会規程） 

第３８条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款に

定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規

程による。 

 

第３９条～第４０条（現行通り） 

 

第７章  会計監査人 

（会計監査人の設置） 

第４１条 当会社は、会計監査人を置く。 

 

（会計監査人の選任） 

第４２条 会計監査人は、株主総会において選任する。 

 

（会計監査人の任期） 

第４３条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の



 

 

第７章 計算 

第３６条～第３８条（条文省略） 

 

終結の時までとする。 

 

第８章  計算  

第４４条～第４６条（現行通り） 

 

 

 

３.日程 

  定款変更のための株主総会開催日          平成 29年３月 28日（火） 

  定款変更の効力発生日               平成 29年３月 28日（火） 

以 上 


